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令和３年4月社会福祉法一部改正

出典:厚生労働省



三重県内の
重層的支援体制整備事業を

実施している市町

• 令和3年度～

名張市、伊賀市、伊勢市、

鳥羽市、御浜町

• 令和4年度～

桑名市、いなべ市、亀山市、

志摩市



出典:厚生労働省



・相談者本人やその家族
・各種会議からの情報
・支援関係機関
・他分野の連携機関等

断らない相談体制
・【介護】地域包括支援センターの運営[介護予防支援室]
・【障害】障害者相談支援事業[障害福祉課]
・【子ども】利用者支援事業[子ども未来課・子ども相談センター]
・【困窮】自立相談支援事業[福祉支援室]
・【分野不問】総合相談事業[福祉なんでも相談センター]
・健康相談、教育相談 等

包括的相談支援事業

相談者の発見や情報提供

三重県 桑名市
人口 １３９，７１２人
世帯数 ６０，３７９
面積 １３６．６５K㎡
（令和4年3月現在）

・地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業[介護予防支援室]
・地域活動支援センター事業[障害福祉課]
・地域子育て支援拠点事業[子ども未来課]
・生活困窮者支援等のための地域づくり事業[福祉支援室]

気にかけあえる地域の醸成

地域づくり事業

[多機関協働事業者・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業者・参加支援事業者]
課題が複雑化・複合化した事例等に関して、
支援関係機関等と情報共有、課題共有し、
支援の目標・方向性を整理し、役割分担を示す。
【福祉支援室】

複雑化・複合化した事例等(参加支援、アウトリーチ事業含む)

重層的支援会議（福祉支援室が主催）

・会議の招集 ・コーディネート

・支援プランの内容及び適切性の協議、共有、終結時等の評価 等

🈟 多機関協働事業

長期にわたりひきこもりの状態にあるなどの本人とかかわ
るための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援な
どを行う。
【福祉支援室・福祉なんでも相談センター】

🈟 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

・既存の社会参加に向けた事業では対応できない本人のため、本人やその世
帯のニーズや抱える課題などを丁寧に把握し、地域の社会資源や支援メ
ニューとのコーディネートをし、マッチングを行う。

[社会福祉協議会 コミュニティソーシャルワーカー]

🈟 参加支援事業



福祉支援室

・職員体制 主事1名、社会福祉士1名、保健師1名、

※生活困窮窓口（自立相談支援機関）に併設

・多機関で取り組んできたこと

重層的支援会議等

重層的支援体制整備事業に係る人材養成研修参加

先行市へ視察

・重層的支援体制整備事業事務

・その他 ひきこもり相談窓口

職員 業務 備考

自立相談支援機関 社会福祉協議会 生活困窮に関する相談(家計相談・就
労準備事業・学習支援含む）

同じ事務所。市は自立
相談支援機関の委託元
であり、これまでも連
携し業務遂行をしてき
た関係。

多機関協働事業
福祉総務課
生活支援室

多機関協働事業
重層的支援体制整備事業事務

ひきこもり相談窓口 ひきこもり支援推進事業
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